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村
民
の
み
な
さ
ま
、
新
年
明
け
ま
し
て
　
お
め
で

と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

　
年
頭
に
あ
た
り
、謹
ん
で
ご
挨
拶
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

　
さ
て
、三
原
村
は
、み
な
さ
ま
ご
承
知
の
よ
う
に
多

く
の
自
治
体
同
様
、少
子
高
齢
化
、地
場
産
業
の
不
振

な
ど
、さ
ま
ざ
ま
の
課
題
を
か
か
え
て
お
り
ま
す
。 

　
な
か
ん
ず
く
、一
番
の
課
題
は
、こ
れ
か
ら
の
村
を

支
え
る
こ
ど
も
た
ち
の
減
少
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を

解
決
す
る
に
は
、や
は
り
、若
者
か
ら
高
齢
者
ま
で
の

雇
用
の
場
を
創
出
す
る
事
が
、肝
要
で
あ
り
ま
す
。こ

れ
に
よ
っ
て
、定
住
人
口
の
増
加
を
図
る
と
共
に
、新

た
な
三
原
の
魅
力
に
ひ
か
れ
た
、Ｕ
タ
ー
ン
・
Ｉ
タ
ー

ン
・
Ｊ
タ
ー
ン
の
方
々
に
も
協
力
し
て
い
た
だ
き
、将

来
を
見
据
え
た
、希
望
の
持
て
る
施
策
に
よ
り
、存
在

感
の
あ
る
村
へ
と
繁
栄
さ
せ
て
い
き
た
い
と
考
え
ま
す
。 

　
具
体
的
に
は
、ユ
ズ
の
生
産
規
模
拡
大
、露
地
野
菜

の
面
積
の
拡
大
を
図
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
れ
に
加

え
て
、現
在
検
討
中
で
あ
り
ま
す
が
、将
来
に
わ
た
る

安
定
し
た
農
業
経
営
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
れ

は
、伊
藤
園
の
お
茶
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

こ
れ
に
よ
り
雇
用
の
創
出
を
図
っ
て
ま
い
り
た
い
と

考
え
ま
す
。 

　
林
業
振
興
と
し
て
は
、
間
伐
材
、
製
材
の
残
材
、
竹
、

ト
マ
ト
の
残
さ
な
ど
を
資
源
と
し
て
有
効
利
用
し
、

新
産
業
の
創
出
に
つ
な
げ
る
「
バ
イ
オ
マ
ス
タ
ウ
ン

構
想
」を
策
定
し
、事
業
化
し
て
ま
い
り
ま
す
。 

　
村
民
の
み
な
さ
ま
の
ご
支
援
、
ご
理
解
を
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
と
共
に
、
益
々
の
ご
活
躍
、
ご
健
勝
、

ご
多
幸
を
祈
念
し
、
新
年
の
ご
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。 

　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

　
任
期
満
了
に
伴
う
三
原
村
長
選

挙
は
、
12
月
20
日
に
投
開
票
が
行

わ
れ
、
そ
の
結
果
、
杉
本
嘉
宏
氏
が

当
選
し
ま
し
た
。 

 

三
原
村
長
選
挙
開
票
結
果 

　
当
　
六
二
一
票
　
杉
本
嘉
宏 

　
　
　
四
七
四
票
　
沖
　
洋
明 

　
　
　
二
八
八
票
　
久
保
知
章 

 

　
当
日
有
権
者
数
　
一
五
三
六
人 

　
投
票
総
数
　
　
　
一
三
九
九
票 

　
有
効
投
票
数
　
　
一
三
八
三
票 

　
無
効
　
　
　
　
　
　
　
一
六
票 

　
投
票
率
　
　
　  

九
一
・
〇
八
％ 

ご　挨　拶 ご　挨　拶 
三原村長  杉本  嘉宏 

　
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。 

　
皆
さ
ま
に
は
ご
家
族
お
揃
い
で
、

新
春
を
迎
え
ら
れ
た
こ
と
と
お
慶

び
申
し
上
げ
ま
す
。 

　
二
○
一
○
年
の
始
め
に
臨
み
、村

民
の
皆
様
に
ご
挨
拶
申
し
あ
げ
ま
す
。 

　
昨
年
夏
に
は
戦
後
五
十
年
以
上

続
い
た
、自
民
党
政
治
か
ら
民
主
党

中
心
の
政
治
と
政
権
交
代
が
行
わ
れ
、

国
の
状
勢
が
大
き
く
変
化
し
て
お

り
ま
す
。 

　
本
村
に
お
き
ま
し
て
も
、少
子
高

齢
化
が
進
み
厳
し
い
財
政
状
況
の

中
で
柚
子
、ブ
ロ
ッ
コ
リ
ー
の
増
産
、

作
業
道
開
設
に
よ
る
森
林
整
備
事

業
が
進
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。こ
の

地
で
暮
ら
す
住
民
が
希
望
を
持
っ

て
生
活
で
き
る
よ
う
村
議
会
と
致

し
ま
し
て
も
、議
会
の
果
た
す
べ
き

役
割
と
責
任
を
自
覚
し
、村
民
の
皆

様
の
ご
期
待
に
沿
う
よ
う
決
意
を

新
た
に
致
し
て
お
る
と
こ
ろ
で
あ

り
ま
す
。 

　
議
会
で
は
こ
れ
ま
で
以
上
に
、皆

様
方
の
声
を
聞
き
な
が
ら
、今
後
と

も
議
会
活
動
を
広
く
知
っ
て
い
た

だ
き
、開
か
れ
た
議
会
運
営
に
努
め

て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。 

　
皆
さ
ま
の
ご
健
勝
と
御
多
幸
を

お
祈
り
致
し
ま
し
て
新
年
の
挨
拶

と
い
た
し
ま
す
。 

ご　挨　拶 ご　挨　拶 
三原村議会議長  川村  淳三 

三
原
村
長
選
挙 
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消  防 消  防 
消えるまで　ゆっくり火の元　にらめっ子 

幡多西部消防組合三原分署（TEL 46－2629） 

＊大切な命を守るために！  

◎ＦＡＸでの緊急通報 聴覚障害者の方へ 

ご注意 

◎消防出初式を実施しました。 

　幡多西部消防組合三原分署では、聴覚障害者の方が消防へ通報すると
きのために緊急FAX専用番号を設けています。 

この番号は聴覚障害者の方のための緊急通報専用FAX番号です。健聴者の方の
ご使用はご遠慮ください。 

緊急FAXの 
ご利用方法 

　救急車が必要なときや火事を通報するときは、どのような様式でも結構ですの
で上記の番号へFAX送信してください。通報を受けると消防から通報者へ、救急
車や消防自動車が出動したことをFAXで返信します。通報は、どんな形で書かれ
てもかまいませんが、次の項目はもれなく記入したうえでFAXしてください。 

● 火事か救急か 

● 救急車や消防自動車が出動する場所 

● 通報したあなたの名前 

● FAX番号 

● 救急の場合はケガ又は病気の状況 

● 火事の場合は何が燃えているか？ 

　平成２２年1月１０日（日）農業構造改善センターにおいて、消防出初式を実施しました。当日、三原
村長による消防団員の観閲や表彰が実施されました。寒波が訪れ大変寒い中、参加した消防団員・婦人
防火クラブ・消防職員一同が火災・災害の無い三原村を目指して新たな決意をしました。  

◎住宅用火災警報器の設置について ◎消 防 団 長に 新谷和正 氏 任命 
　消防副団長に 大倉民雄 氏 
　平成21年４月１日より、消防団長に新谷和正 
氏、消防副団長に大倉民雄 氏が任命されました。
みなさんよろしくお願いします。 

火災  救急は１１９ 

緊急ＦＡＸ専用番号：0880－46－2131

新谷和正　団長 大倉民雄　副団長 

　火災を早期に発見する

ために住宅用火災警報器

を早急に寝室や階段に設

置し、警報器が鳴った時

には早めに避難しましょう。 

（新築住宅は、平成18年６月１日から、既存住宅は、 

平成23年５月31日までに設置が必要です） 

■住宅用火災警報器についてのお問い合わせ先 

　幡多西部消防組合三原分署　予防係 

TEL 0880-46-2629
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村長 

行
政
報
告 

　
農
地
有
効
利
用
支
援
整
備
事
業

費
が
本
村
に
は
予
定
通
り
９
千
１

百
46
万
５
千
円
が
交
付
決
定
さ
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
。
事
業
を
実
施

す
る
こ
と
で
耕
作
放
棄
地
の
解
消

及
び
農
業
公
社
が
進
め
て
い
る
ゆ

ず
の
振
興
整
備
を
推
進
し
て
行
く
。 

　
森
林
組
合
に
つ
い
て
は
、
合
併

協
議
を
進
め
て
来
た
が
負
債
を
抱

え
て
の
合
併
は
出
来
な
い
と
の
意

見
が
強
く
中
断
し
て
い
る
。
組
合

か
ら
要
望
書
は
提
出
さ
れ
て
い
る

が
、
公
的
資
金
で
支
援
出
来
る
状

況
に
至
っ
て
い
な
い
。 

　
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
制
度
に

つ
い
て
75
歳
以
上
の
お
年
寄
り
を

勝
手
に
後
期
高
齢
者
と
し
て
区
別

し
、
年
金
か
ら
保
険
料
を
取
り
上

げ
、
払
わ
せ
、
払
え
な
い
人
か
ら

は
保
険
証
を
取
り
上
げ
る
こ
と
が

決
ま
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
生
活
破

壊
そ
の
も
の
で
あ
り
、
直
ち
に
廃

止
す
べ
き
で
は
な
い
か
。 

　
横
本
行
雄 

答
弁
　
村
長 

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
つ
い

て
は
、
多
々
問
題
点
も
あ
り
、
私

と
し
て
も
議
員
指
摘
に
対
し
、
何

ら
異
議
を
は
さ
む
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。 

　
こ
の
制
度
は
、
問
題
点
も
多
く
、

今
後
研
究
し
な
が
ら
、
機
会
が
あ

れ
ば
廃
止
す
る
べ
く
発
言
し
て
ま

い
り
ま
す
。 

質
問 

　
全
国
学
力
テ
ス
ト
実
施
が
本
当

に
意
味
が
あ
る
の
か
、
村
内
の
学

校
の
中
で
出
来
る
問
題
で
は
な
い

の
か
。 

答
弁
　
教
育
長 

　
確
か
に
、
学
校
内
で
も
分
析
で

き
ま
す
が
、
個
人
の
成
績
だ
け
で

は
な
く
、
教
師
の
指
導
方
法
等
も

考
え
合
わ
せ
て
、
三
原
で
も
全
国

平
均
を
取
り
な
が
ら
、
三
原
の
学

力
向
上
の
た
め
に
実
施
す
る
。 

質
議
　
増
井
三
郎 

　
三
原
村
の
存
在
価
値
を
示
す
為

担
当
者
が
積
極
的
に
参
画
し
主
体

性
を
も
っ
て
取
り
組
む
べ
き
だ
。 

答
弁
　
今
西
総
務
課
長 

　
３
つ
の
柱
の
な
か
で
そ
れ
ぞ
れ

の
担
当
課
が
参
画
し
取
り
組
む
。 

質
議 

　
滞
在
型
観
光
に
民
間
活
力
の
活

用
が
で
き
る
か
。 

一
般
質
問 

平成22年１月８日 
発行：三原村議会　編集：議会広報委員会 

議
案
審
議 

12月定例会 

○ 村長行政報告　………………………………………………　①ページ 

村政のここが聞きたい・一般質問　………………………　①ページ 

12月定例会議案審議　…………………………………　①～④ページ 

○ 

○ 



22 2(5) 議会だより ② 

答
弁
　
村
長 

　
こ
れ
は
、
行
政
的
組
織
で
あ
り
、

広
域
観
光
組
織
で
の
民
活
と
は
ち

が
う
。 

質
議
　
田
村
清
廣 

　
四
万
十
市
、
宿
毛
市
と
三
原
村

が
結
ぶ
協
定
だ
が
大
月
町
、
清
水

市
、
黒
潮
町
と
の
連
携
は
ど
う
な

る
の
か
。 

答
弁
　
今
西
総
務
課
長 

　
く
ろ
し
お
鉄
道
は
国
費
で
、
村

の
負
担
も
あ
る
。 

　
宿
毛
フ
ェ
リ
ー
の
負
担
金
は
村 

単
だ
が
、
協
定
結
ぶ
事
で
上
限 

１
，
０
０
０
万
円
ま
で
国
庫
算
入

が
で
き
、財
源
メ
リ
ッ
ト
が
で
て
く
る
。 

全
会
一
致
　
可
決 

答
弁
　
今
西
総
務
課
長 

　
他
の
市
町
も
中
心
市
の
四
万
十

市
、
宿
毛
市
と
同
じ
内
容
で
同
時

に
協
定
を
結
ぶ
こ
と
に
な
る
の
で

連
携
で
き
る
。 

　
そ
れ
ぞ
れ
の
市
町
村
で
事
業
申

請
し
交
付
金
事
業
対
象
と
な
る
。 

質
議
　
沢
良
木
浩
伸 

　
事
業
の
内
容
は
、
ほ
と
ん
ど
が

幡
多
広
域
事
務
組
合
で
取
り
組
ん

で
い
る
が
、
そ
の
事
業
が
交
付
金

対
象
と
な
る
の
か
。 

答
弁
　
今
西
総
務
課
長 

　
幡
多
広
域
で
取
り
組
ん
で
い
る

分
も
協
定
に
よ
り
特
別
交
付
金
、国

庫
補
助
金
の
優
先
的
な
対
象
と
な
る
。 

質
議
　
横
本
行
雄 

　
公
共
交
通
の
村
の
負
担
金
が
増

え
る
の
か
。 

平
成
20
年
度
三
原
村
一
般
会
計
歳

入
歳
出
決
算
の
認
定 

 
質
議
　
武
内
茂
充 

　
主
要
事
業
の
説
明
書
の
中
に
公

有
林
作
業
道
、
ユ
ズ
振
興
の
説
明

が
無
い
が
な
ぜ
か
。 

 

答
弁
　
沖
本
産
業
建
設
課
長 

　
重
要
だ
が
説
明
不
足
、
来
年
度

か
ら
資
料
に
い
れ
る
。 

 

質
議
　
田
村
清
廣 

　
未
納
金
の
う
ち
約
70
万
円
が
不

能
欠
損
処
分
さ
れ
て
い
る
、
今
後

の
善
後
策
と
対
応
策
を
聞
く
。 

 

答
弁
　
今
西
総
務
課
長 

　
債
権
管
理
機
構
に
委
託
し
た
分

の
う
ち
、５
年
を
超
え
た
分
は
請
け

て
も
ら
え
ず
欠
損
と
し
た
分
も
含
む
。 

　
今
後
は
時
効
中
断
や
管
理
機
構
と

村
の
職
員
が
同
行
し
て
回
収
に
努
め
る
。 

質
議 

　
多
額
の
基
金
を
特
定
の
金
融
機

関
に
預
金
し
て
い
る
が
、
金
融
機

関
破
綻
の
ペ
イ
オ
フ
対
策
は
。 

 

答
弁
　
野
町
会
計
管
理
者 

　
Ｊ
Ａ
を
指
定
金
融
機
関
と
し
て

多
く
預
金
し
て
い
る
が
今
年
度
、

公
的
審
査
会
で
安
全
性
の
指
導
受

け
、
５
行
か
ら
見
積
り
を
取
り
、
金

利
、預
入
期
間
等
を
検
討
中
。 

 

質
議
　
武
山
泰
記 

　
村
税
未
納
に
つ
き
、
徴
収
努
力

を
し
て
い
る
か
。
年
に
何
回
行
な

っ
て
い
る
か
。 

 

答
弁
　
今
西
総
務
課
長 

　
未
納
通
知
は
し
て
い
る
。
回
数

の
記
録
は
な
い
。 

 

質
議
　
横
本
行
雄 

　
住
宅
、
簡
水
の
使
用
料
の
滞
納

は
ど
う
し
て
い
る
か
。 

 

答
弁
　
沖
本
産
業
建
設
課
長 

　
督
促
し
、
来
庁
し
て
も
ら
い
、
分

割
払
相
談
等
行
な
っ
て
い
る
。 

 

質
議 

　
土
地
開
発
公
社
の
貸
付
金
の
返

済
方
法
は
。 

 

答
弁
　
野
町
会
計
管
理
者 

　
住
宅
団
地
の
売
れ
た
分
は
そ
の

都
度
返
済
。 

 

質
議
　
沢
良
木
浩
伸 

　
20
年
度
一
般
会
計
は
公
債
費
比
率

13.

４
％
と
あ
る
が
高
知
新
聞
22.

５

％
と
公
表
さ
れ
た
。
そ
の
違
い
は

何
か
。 

 

答
弁
　
今
西
総
務
課
長 

　
新
聞
は
連
結
決
算
の
結
果
だ
と

思
う
。 

　
３
年
間
平
均
の
実
質
公
債
費
比

率
は
22.

５
％
。
単
年
度
一
般
会
計

の
公
債
費
比
率
は
21
年
度
は
18.

７

％
の
予
定 

 

質
議
　
田
村
清
廣 

　
総
括
と
し
て
平
成
20
年
度
28
億

円
使
っ
て
５
，
５
０
０
万
円
残
っ

た
が
十
分
な
住
民
福
祉
、
所
得
向

上
に
貢
献
で
き
た
と
考
え
る
か
。 

 

答
弁
　
村
長 

　
事
業
執
行
率
は
十
分
で
、
イ
ン

フ
ラ
整
備
、
災
害
復
旧
工
事
、
農
業

公
社
等
安
定
し
て
お
り
、
や
る
べ

き
は
や
っ
て
い
る
。 

 

質
議
　
沖
　
六
海 

　
決
算
と
は
予
算
に
基
づ
き
執
行

す
る
も
の
、
議
決
し
て
い
な
い
村

道
亀
の
川
線
を
執
行
し
て
お
り
、

違
法
で
あ
る
。 

　
執
行
権
を
ど
う
考
え
る
か
。 

 

答
弁
　
村
長 

　
こ
の
件
は
監
査
請
求
で
指
摘
を

受
け
事
後
処
理
を
し
て
承
認
さ
れ
た
。 

 

答
弁
　
平
石
代
表
監
査 

　
無
制
限
な
執
行
は
す
べ
き
で
な

い
。十
分
な
説
明
が
必
要
だ
っ
た
。 

 

質
議 

　
事
後
処
理
は
ペ
ナ
ル
テ
ィ
ー
で

あ
り
失
わ
れ
た
公
金
は
戻
す
べ
き
だ
。 

 

答
弁
　
村
長 

　
解
釈
の
違
い
だ
。
道
路
全
体
の

予
算
は
認
め
ら
れ
て
い
た
。 

 

討
論 

反
対
　
沖
　
六
海 

　
説
明
と
執
行
が
違
う
、
認
め
て

い
な
い
予
算
執
行
で
違
法
で
あ
り
、

認
め
ら
れ
な
い
。 

 

賛
成
　
沢
良
木
浩
伸 

　
禊
は
減
俸
で
す
で
に
終
わ
っ
て

い
る
。 

賛
成
多
数
　
認
定  

平
成
20
年
度
三
原
村
国
民
健
康
保
険

特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定 

全
会
一
致
　
認
定 
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平
成
20
年
度
三
原
村
国
民
健
康
保

険
診
療
所
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決

算
の
認
定 

 

質
議
　
横
本
行
雄 

　
未
収
金
の
２
万
９
，
０
０
０
円

の
回
収
見
込
み
は
あ
る
か
。 

 

答
弁
　
岩
井
住
民
課
長 

　
過
年
度
分
も
あ
り
、
今
年
の
決

算
で
一
部
不
能
欠
損
と
し
た
い
。 

全
会
一
致
　
認
定 

 

平
成
20
年
度
三
原
村
老
人
保
健
特

別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定 

全
会
一
致
　
認
定 

  

三
原
村
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
。 

 

　
21
年
12
月
期
末
手
当
を
特
別
職

と
議
員
は
１.

７
５
ヵ
月
か
ら
１.

６

５
ヵ
月
に
減
額
す
る
。
一
般
職
員

は
１.

６
ヵ
月
か
ら
１.

５
ヵ
月
に
減

額
す
る
。
一
般
職
員
の
勤
勉
手
当

は
０.

７
２
５
ヵ
月
を
０.

７
ヵ
月
に

減
額
す
る
。
22
年
６
月
の
期
末
手

当
を
特
別
職
と
職
員
は
１.

６
ヵ
月

か
ら
１.

４
５
ヵ
月
に
減
額
す
る
。

一
般
職
員
は
１.

４
ヵ
月
か
ら
１.

２

５
ヵ
月
に
減
額
す
る
。 

　
人
件
費
削
減
総
額
は
約
２
０
４

万
円 

全
会
一
致
可
決 

 

　
職
員
の
勤
務
時
間
・
休
暇
等
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
。 

 

　
週
「
40
時
間
」
を
「
38
時
間
45
分
」

に
改
め
る
。
一
日
「
８
時
間
」
を
「
７

時
間
45
分
」に
改
め
る
。 

 

質
疑
　
武
山
泰
記 

　
出
勤
時
間
退
庁
時
間
は
変
わ
る

の
か
。 

 

答
弁
　
今
西
総
務
課
長 

　
終
業
時
間
15
分
の
短
縮
を
考
え

て
い
る
。 

 

質
疑
　
田
村
清
廣 

　
休
憩
時
間
10
時
・
３
時
は
ど
う

さ
れ
て
い
る
の
か
。 

　
終
業
時
間
は
県
と
同
一
に
な
る

の
か
。 

 

答
弁
　
今
西
総
務
課
長 

　
10
時
・
３
時
の
休
憩
は
あ
り
ま

せ
ん
。終
業
時
間
は
県
も
５
時
15
分
。 

 

質
疑 

　
交
付
の
日
は
い
つ
を
想
定
し
て

お
る
の
か
。 

 

答
弁
　
今
西
総
務
課
長 

　
住
民
に
周
知
徹
底
の
期
間
も
必

要
で
す
。
ま
た
条
例
改
正
も
あ
る
。

年
が
明
け
て
か
ら
を
考
え
て
い
る
。 

 

質
疑
　
増
井
三
郎 

　
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
取
り
組
み
に

つ
い
て
問
う
。 

 

答
弁
　
今
西
総
務
課
長 

　
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
維
持
の
部
分

に
つ
い
て
は
、
当
然
公
務
員
と
し

て
の
義
務
で
あ
る
の
で
こ
れ
か
ら

も
取
り
組
ん
で
行
く
。 

全
会
一
致
可
決 

 

　
三
原
村
後
期
高
齢
者
医
療
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
。 

　
当
該
納
期
限
の
翌
日
か
ら
３
月

を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
に
つ

い
て
は
、
７
、
３
パ
ー
セ
ン
ト
に
改

め
る
。 

 

質
疑
　
横
本
行
雄 

　
延
滞
金
に
つ
い
て
問
う 

 

答
弁
　
岩
井
住
民
課
長 

　
広
域
連
合
の
指
摘
に
よ
り
延
滞

金
に
対
す
る
条
例
条
項
を
県
下
統

一
の
た
め
の
条
例
改
正
。 

全
会
一
致
可
決 

  

平
成
20
年
度
三
原
村
簡
易
水
道
特

別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定 

全
会
一
致
　
認
定 

 

平
成
20
年
度
三
原
村
農
業
集
落
排

水
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認

定
に
つ
い
て 

全
会
一
致
　
認
定 

 

平
成
20
年
度
三
原
村
土
地
取
得
特

別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定 

全
会
一
致
　
認
定 

 

平
成
20
年
度
三
原
村
介
護
保
険
特

別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に

つ
い
て 

全
会
一
致
　
認
定 

 

平
成
20
年
度
三
原
村
後
期
高
齢
者

医
療
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の

認
定 

全
会
一
致
　
認
定 

 

平
成
21
年
度
三
原
村
一
般
会
計
歳

入
歳
出
補
正
予
算 

 

既
決
額
か
ら
４
４
４
万
４，
０
０
０

円
を
減
額
し
、
23
億
８
，
３
１
８
万

５，
０
０
０
円
と
す
る
。 

 

質
疑
　
武
内
茂
充 

　
観
光
費
の
１
０
０
万
円
は
芳
井

の
キ
ャ
ン
プ
場
の
前
の
道
の
木
を

切
る
と
い
う
こ
と
だ
が
景
観
が
良

く
な
る
の
か
。 

 

答
弁
　
沖
本
産
業
建
設
課
長 

　
道
か
ら
景
観
が
き
れ
い
に
見
え

る
状
況
に
し
た
い
と
い
う
こ
と
で

竜
馬
関
連
事
業
の
県
費
の
支
出
を

受
け
た
い
と
思
う
。 

 

質
疑
　
武
内
茂
充 

　
企
画
費
の
講
師
謝
金
50
万
円
は

高
額
で
あ
る
と
思
う
が
何
回
行
な

う
の
か
。 

 

答
弁
　
今
西
総
務
課
長 

　
地
域
の
活
性
化
に
伴
う
先
道
事

例
と
い
う
事
で
１
回
の
講
演
会
を

予
定
し
て
い
る
。 

 

質
疑
　
横
本
行
雄 

　
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
予
防

接
種
は
こ
れ
だ
け
で
予
算
が
足
り

る
か
。 

 

答
弁
　
岩
井
住
民
課
長 

　
全
て
の
非
課
税
世
帯
に
係
る
者
、

そ
れ
か
ら
生
活
保
護
世
帯
に
属
す

る
者
を
無
料
化
全
面
免
除
し
た
金

額
。
結
局
５
百
５
人
に
対
し
２
回

受
け
て
３
１
０
万
６
，
０
０
０
円

に
な
る
。
非
課
税
世
帯
以
外
は
実

費
の
支
払
い
に
な
る
。 
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質
疑
　
横
本
行
雄 

　
重
度
心
身
医
療
費
助
成
１
５
０

万
円
は
こ
れ
で
足
り
る
か
。 

 

答
弁
　
岩
井
住
民
課
長 

　
昨
年
度
実
績
は
４
６
３
万
円
。

１
５
０
万
円
の
不
足
を
見
込
み
補

正
を
お
願
い
す
る
も
の
。 

 

質
疑
　
田
村
清
廣 

　
防
災
情
報
通
信
設
備
整
備
事
業

１，
３
０
０
万
円
で
国
費
が
９
０
０

万
円
と
い
う
こ
と
だ
が
工
事
の
具

体
的
な
内
容
を
聞
く
。 

 

答
弁
　
今
西
総
務
課
長 

　
こ
れ
は
現
存
の
防
災
無
線
で
は

な
く
、
国
が
進
め
て
い
る
事
業
で

大
地
震
や
有
事
の
際
、
人
工
衛
星

を
経
由
し
て
緊
急
情
報
を
瞬
時
に

伝
え
る
シ
ス
テ
ム
で
若
干
単
価
が

上
が
り
一
部
一
般
財
源
が
必
要
に

な
っ
た
も
の
。 

 

質
疑
　
田
村
清
廣 

　
共
聴
の
支
援
事
業
補
助
金
５
６
１

万
円
は
下
切
、
上
長
谷
、
成
山
地
区

に
助
成
す
る
と
い
う
こ
と
だ
が
、

少
し
高
額
す
ぎ
な
い
か
。
共
聴
に

入
っ
て
い
な
い
住
民
に
は
ど
の
よ

う
な
支
援
を
考
え
て
い
る
の
か
。 

 

答
弁
　
今
西
総
務
課
長 

　
３
地
区
を
デ
ジ
タ
ル
化
に
改
修

す
る
も
の
で
、
金
額
的
に
は
、
こ
の

整
備
の
必
要
部
品
は
国
一
律
の
基

準
に
基
づ
い
た
見
積
と
い
う
こ
と

で
こ
の
額
を
計
上
し
た
。
又
、
共
聴

以
外
で
は
国
の
方
針
が
わ
か
ら
な

い
の
で
注
目
を
し
て
い
る
。 

 

質
疑
　
田
村
清
廣 

　
福
祉
空
間
整
備
事
業
の
工
事
費

に
村
の
持
ち
出
し
が
要
る
の
か
。又
、

器
具
備
品
の
１
，
１
０
０
万
円
は

介
護
福
祉
を
目
的
と
し
た
備
品
以

外
の
物
に
も
可
能
か
。 

 

答
弁
　
岩
井
住
民
課
長 

　
委
託
費
の
入
札
残
を
工
事
費
へ

少
し
足
し
て
計
上
し
た
。当
初
か
ら

１
億
５，
２
０
０
万
円
の
補
助
金
の

内
示
が
あ
り
計
上
し
た
が
、こ
の
時

も
一
般
財
源
は
出
て
い
る
。地
域
介

護
に
は
、そ
こ
で
食
事
等
も
作
っ
て

サ
ロ
ン
事
業
も
行
な
う
の
で
、そ
れ

に
伴
う
物
品
は
購
入
可
能
で
あ
る
。 

質
疑
　
武
山
泰
記 

　
農
業
振
興
費
工
事
請
負
費
に
つ

い
て
は
３
月
中
の
工
期
と
い
う
こ

と
だ
が
稲
作
の
準
備
に
ま
に
あ
う

か
。 

 

答
弁
　
沖
本
産
業
建
設
課
長 

　
そ
の
事
が
心
配
で
繰
越
し
の
要

望
は
し
て
い
る
が
原
則
は
駄
目
だ

と
い
う
こ
と
な
の
で
、
交
付
決
定

が
あ
り
次
第
入
札
に
か
け
る
準
備

は
し
て
い
る
。 

全
会
一
致
可
決 

 

平
成
21
年
度
三
原
村
国
民
健
康
保

険
特
別
会
計
歳
入
歳
出
補
正
予
算 

 

既
決
額
に
18
万
７，
０
０
０
円
を
追

加
し
、２
億
９，
１
６
６
万
６，
０
０

０
円
と
す
る
。 

全
会
一
致
可
決 

 

平
成
21
年
度
三
原
村
国
民
健
康
保

険
診
療
所
特
別
会
計
歳
入
歳
出
補

正
予
算 

 

既
決
額
か
ら
19
万
５
，
０
０
０
円

を
減
額
し
、
５
，
７
１
６
万
６
，
０

０
０
円
と
す
る
。 

全
会
一
致
可
決 

 

平
成
21
年
度
三
原
村
介
護
保
険
特

別
会
計
歳
入
歳
出
補
正
予
算 

 

既
決
額
か
ら
２
，
６
５
０
万
２
，
０

０
０
円
を
減
額
し
、
２
億
９
７
８

万
２，
０
０
０
円
と
す
る
。 

全
会
一
致
可
決 

 
国
定
資
産
評
価
審
査
会
委
員
の
選

任
に
つ
き
同
意
を
求
め
る 

三
原
村
宮
ノ
川
　
　 

　
岩
崎
寛
之 

全
会
一
致
　
同
意  

総
務
委
員
会
の
決
審
報
告 

　
三
原
村
福
祉
医
療
費
の
助
成
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正 

　
医
療
費
を
保
育
園
児
か
ら
中
学

校
卒
業
ま
で
を
無
料
に
す
る
こ
と 

 

沖
　
六
海
総
務
常
任
委
員
長
の
報
告 

　
本
件
は
９
月
定
例
会
で
総
務
委

員
会
に
付
託
さ
れ
た
。
以
後
３
回

委
員
会
を
開
催
し
審
議
を
行
っ
た
。

子
育
て
支
援
を
す
る
事
は
良
い
こ

と
で
あ
る
と
い
う
意
見
も
あ
っ
た

が
、
国
が
月
額
１
人
に
つ
き
２
万 

６
，
０
０
０
円
の
子
供
手
当
を
支

給
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
財
源

確
保
で
色
々
な
方
法
が
報
道
さ
れ

て
い
る
。
特
に
財
政
力
の
弱
い
本

村
に
は
、
住
民
負
担
が
増
え
る
な

ど
悪
影
響
が
及
ぶ
の
で
は
な
い
か

と
い
う
懸
念
も
あ
り
条
例
改
正
は

認
め
る
事
が
出
来
な
い
事
に
決
し

た
。予
算
に
つ
い
て
は
削
減
す
る
。 

 

質
疑
　
沢
良
木
浩
伸 

　
国
は
社
会
が
子
育
て
を
す
る
と

い
っ
て
い
る
。
三
原
村
は
税
金
も

安
い
、
子
育
て
も
し
や
す
い
と
言

う
特
色
の
あ
る
村
作
り
が
出
来
る

と
い
思
う
。老
人
の
方
々
に
は
保
健
、

医
療
と
が
頑
張
っ
て
い
る
が
、
最

近
特
に
子
供
が
少
な
く
な
っ
て
お

り
子
供
は
財
産
だ
と
言
う
こ
と
で

重
要
視
し
て
い
る
と
思
う
が
ど
う

か
。 

 

答
弁
　
沖
　
六
海
委
員
長 

　
子
育
て
支
援
は
重
要
だ
と
い
う

こ
と
は
、全
委
員
の
意
見
も
同
一
で

あ
っ
た
。た
だ
財
源
が
国
の
状
況
が

非
常
に
不
透
明
で
あ
っ
て
、自
治
体

の
一
部
負
担
も
分
か
ら
な
い
。 

　
委
員
会
と
し
て
は
村
の
色
々
な

状
況
を
勘
案
し
、全
体
の
中
で
の
予

算
措
置
を
し
な
く
て
は
い
け
な
い
。

こ
れ
は
村
単
事
業
だ
か
ら
言
わ
れ

る
趣
旨
は
理
解
出
来
る
が
今
の
状

況
下
で
は
見
合
す
必
要
が
あ
る
。 

 

質
疑
　
田
村
清
廣 

　
こ
の
予
算
は
ど
の
よ
う
な
方
法

で
削
減
す
る
の
か
。 

 

答
弁
　
沖
　
六
海
委
員
長 

　
総
務
課
長
と
も
協
議
し
た
上
で

次
の
議
会
で
削
減
す
る
事
に
な
っ
た
。 

原
案
賛
成
少
数
否
決 
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特
　
別
　
会
　
計 

国民健康保険 
診　療　所 
簡  易  水  道 
老  人  保  健 
農業集落排水 
土  地  取  得 
介  護  保  険 
後期高齢者医療 
合　　　　計 

区　　　　分 

一　般　会　計 

収　入　済　額 歳 出 決 算 額 21年度への 
繰越事業費 
繰越財源 

左のうち 
基金に 

繰入れる額 

21年度へ 
繰越して使用 
できる額 

実質収支額 
金　　額 収入率 ％ 金　　額 執行率 ％ 

92.7
94.4
94.1
92.4
93.2
96.0
100.0
97.8
95.0

89.3
94.2
94.1
93.1
86.6
96.3
100.0
95.4
95.0

285,756,400
42,459,510
172,070,421
32,029,870
55,194,702

73,000
222,988,010
23,517,248

2,037,298,098 19,041,000

656,000

19,697,000

55,917,893
531,191

0
△1,958,659
2,285,108
△153,497

0
5,469,997

531,191
0

△1,958,659
2,285,108
△153,497

0
5,469,997

29,000,000 26,917,893

62,092,033 29,000,000 33,092,033

1,962,339,205
285,225,209
42,459,510
173,373,080
29,744,762
55,348,199

73,000
217,518,013
23,517,248 0 0

98.9 90.72,871,387,259 2,789,598,226

性  質  別 

村には土地や建物の他に次のような種類の財産があります。 

村には借金もこれだけあります（村債） 

平成20年度の借金返済額は371,977千円で一人当り205千円でした。 

Ⅱ、有価証券・出資金等（出資証券・証書等で管理しています） 
土佐くろしお鉄道株券、幡多ふるさと広域市町村圏基金出資金・農業公社出損金など　149,551千円 

Ⅰ、基　　　　金 

財　　政　　調　　整　　基　　金 定　　額　　運　　用　　基　　金 

主　な　事　業　等 

国の指定統計により分析しておりますので、決算書とは合致しません、ご理解ください。 

支出額 
特　定　財　源 一般財源等 

地方債 国・県補助金 交付税、村税等 その他 

1,595,88745,066169,300152,1591,962,412

321,8027,3227,230336,354

128,09114,9885,403148,482

164,7655903,734169,089

13,49321,65935,152

318,86510,414161,70023,956514,935
14,2957,60075,10697,001
365,7276,250371,977

5,2125,212
370370

262,21114315,071277,425
6,2681476,415

人　件　費 

物　件　費 

扶　助　費 

補 助 費 等 

普通建設事業 
災害復旧費 
公　債　費 

普通会計 
国保特別会計 
診療所特別会計 
介護保険特別会計 
減債基金 
特定の目的の為の基金 
むらおこし基金等 

449,638 
139,783 
75,346 
15,841 
252,764 

 
426,072

積　立　金 
投資・出資・貸付金 
繰り出し金 
そ　の　他 
合　　　計 

重度心身障害児者医療費・児童手当・乳幼児医療費 

道路改良事業・農道舗装・がけくずれ住家防災対策 

高知県農業信用基金出資金 
他会計への補填等 
建物および道路等維持補修費 

村おこし基金・減債基金・財政調整基金・農業振興基金等からの利子 
借金の返済額 

消防組合負担金・衛生処理組合負担金・西部環境 
施設組合負担金・各種団体に対する補助金 

議員報酬手当・村長等特別職・一般職給料など 
臨時職員賃金・電気料・水道料・燃料費・消耗品費・ 
旅費・介護予防・各支援事業・代替バス委託料等 

　土地開発基金 
希望者に貸付るもの 
　奨学資金貸与基金等 
基金の利子で運用するもの 
　農産物価格安定基金 
 
　　　合　　　　計 

34,910 
 

39,204 
 

8,833 
 

1,442,391

平成20年度会計別決算のまとめ 平成20年度会計別決算のまとめ 

平成20年度　普通会計の予算を次のように使いました。 平成20年度　普通会計の予算を次のように使いました。 

会　計　区　分 
普通会計 
簡易水道特別会計 
農業集落排水特別会計 
診療所　特別会計 
合　　　　　計 

金　　　　　額 
2,673,262　 
595,605　 
355,753　 
1,816　 

3,626,436　 

千円 

村民一人当り（1812人） 
 
 
 
 

2,001,344　 

円 

一世帯当たり（793世帯） 
 
 
 
 

4,573,059　 

円 

平成20年度決算 平成20年度決算 をお知らせします 
(単位：円、％)

(単位：千円)

(単位：千円)
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平成２０年度におこなった事業の主なものは 平成２０年度におこなった事業の主なものは 
項　　　　目 事　　　　業　　　　内　　　　容 

 
 
 
 
社会福祉協議会補助事業 
　　・　介護保険事業 
 
　　・　介護予防事業 
 
　　・単独事業 
　　・地域支援事業 
　　 （介護委託事業） 
小規模作業所開設支援 
 
 
 
 
 
  
 
 
福祉センター運営事業 
人権教育啓発委託事業 
代替バス運行事業 
 
 
 
 
 

子宝助成金：対象児童８人　受給者８人　　960千円 
ゆりかご祝い金：3万円（本年度対象者なし）・子宝助成金：3子以上で3歳～就学前 
一人月1万円の支給により人口増に寄与させる。人口増加対策は支給要件（滞納な 
し世帯）により、村税等の滞納抑止、遅延防止に繋がっている 
社会福祉協議会補助金　10476千円 
訪問介護　保健給付費　12662千円　利用者　数13人　　延利用者数　151人 
通所介護　保健給付費　4651千円　利用者数　8人　延利用者数　93人 
訪問介護　保健給付費　1053千円　利用者数　5人　　延利用者数　58人 
通所介護　保健給付費　2173千円　利用者数　７人　延利用者数　89人 
単独事業でのデイサービスの開設日は年間　99日　425千円、利用者 16人　延利用者数565人 
 
 
1　事業所　616千円 
重度心身障害児・者医療費助成　2110千円　　　高齢障害医療助成　1802千円 
乳幼児医療助成　63件　3830千円（県補助額　1325千円　村助成額　2505千円） 
腎機能障害者通院費助成（3名）　180千円　福祉タクシー（5名延91回）　48千円 
老人年金（80歳以上）　2600千円　260人（対前年17人増） 
厚生医療　543千円、自立支援給付費　13893千円、地域生活支援　620千円 
一人親家庭医療費助成　341千円 
保育所運営費 41055千円（保護者負担額 7684千円 村負担額 33371千円）入所児童数延 481人 
児童手当支給額 9280千円（うち国県補助金 6602千円 村負担額 2678千円）対象児童延 1339人 
福祉センター運営費　10859千円 
人権講演会、じんけんの花運動 487千円 
代替・スクールバス運行事業費 10799千円　運行収入 1079千円　年間利用者数 1445人 
特定健診：対象者505人　受診者　109人　受診率　21.6％ 
がん検診：受診者　延　1078人　肺がん、胃がん、大腸がん、乳がん 
保健活動　　訪問　177件　　健康相談　349件　 
予防接種費　2405千円　541件 
飼い犬登録　　145頭　（注射済118頭） 

子育て支援 

委託事業 

社会福祉 

少子化対策 

人権対策 

交通対策 

保健衛生 

こんなにたくさん未収金（滞納）もあります。 
（繰越事業と国庫補助等の精算交付に伴うものを除きます） 単位：円 

負担金 

使用料 

分担金 

診療所 

介　護 

農　集 
老　健 
簡　水 

雑収入 

個人村民税 
法人村民税 
固定資産税 
軽自動車税 
国保税（医療分） 
　（介護給付分） 
　（後期高齢者分） 

1,341,037 
50,000 

1,727,100 
302,800 
1,422,700 
255,837 
811,851 
5,911,325 

0 
362,000 
919,000 

0 
0 

15,464 
0 

590,548 
 

75,593 
397,600 
5,000

学校給食費 
保育料 
住宅使用料 
合併浄化槽使用料 
急傾斜地崩壊対策事業 
日本スポーツセンター給付金 
外来一部負担金 
水道使用料 
 
集落排水処理施設使用 
保険料 
督促手数料 

（村　税　の　計） 

項　　　　目 
今年新たに 
増えた滞納額 

5,214,655 
316,330 
6,364,434 
809,400 
3,528,392 
336,525 

 
16,569,736 
486,815 
656,650 
1,566,900 

0 
0 
0 

29,277 
1,368,111 

 
77,904 
473,700 
6,000

107,058 
 

537,200 
56,200 
322,900 
30,843 

 
1,054,201 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

218,400 
2,400

6,448,634 
366,330 
7,554,334 
1,056,000 
4,628,192 
561,519 
811,851 

21,426,860 
486,815 
1,018,650 
2,485,900 

0 
0 

15,464 
29,277 

1,958,659 
 

153,497 
652,900 
8,600

6,210,224 
316,330 
8,446,683 
1,075,100 
6,290,443 
592,635 

0 
22,931,415 
559,447 
748,798 
1,796,100 

0 
0 
0 

29,277 
1,674,521 

 
95,508 
490,200 
6,300

238,410 
50,000 

△892,349 
△19,100 

△1,662,251 
△31,116 
811,851 

△1,504,555 
△72,632 
269,852 
689,800 

0 
0 

15,464 
0 

284,138 
 

57,989 
162,700 
2,300

19年度までの分で 
滞納となっている額 

欠損処分額 滞 納 合 計 
19年度末 

対前年度比較 
増減額 

村
　
　
税 

平成20年度　収入未済額の一覧表 平成20年度　収入未済額の一覧表 

地域の集い事業　10箇所　利用者延人数　824人 

・検診事業 
 健康増進事業 

・予防接種 

医療費助成  
 
老人福祉  
　障害者自立支援 
母子福祉 

児童福祉 
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・ごみ収集委託 
 
・ごみし尿処理委託 
 
 
医療給付 
 
 
 
 
 
三原診療所運営 
 
　　 
 
 
中山間地域等直接支払 
交付金事業 
高知県米需給調整総合対策 
農地・水・環境保全向上 
対策事業 
農業委員会 
担い手育成・確保総合 
支援 
新規就農研修支援 
ユズ生産推進事業補助 
産業振興・観光 
緊急間伐総合支援事業 
 
 
 
　　 
シカ個体数調査 
鳥獣被害緊急対策事業 
 
 
 
防災対策 
簡易水道再編推進 
災害復旧事業 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
青少年学習支援等 
 
 
 
学校給食 
 
不登校対策推進事業 
公民館教室 

ごみ収集委託　2988千円　ごみ袋販売手数料　1540千円 
幡西衛生処理組合負担額 13562千円（年間処理量　1061.4KL　対前年1.1％増）、 
西部環境施設組合負担額　28740千円（搬入量469.6ｔ　対前年0.9％減）可燃ごみ 
435ｔ（対前年0.94％減）　リサイクル処理　34t　（対前年　0.9％減） 
被保険者数：443人　　後期高齢者広域連合保険料負担金　8973千円 
保健基盤安定繰入　9750千円　　後期高齢者広域連合医療費負担金　22160千円 
一般会計事務費　4787千円　　　後期高齢者広域連合共通経費負担　1287千円 
被保険者数　686人（382世帯）　保険給付費　171875千円（対前年3.6％増） 
老人保健拠出金　10799千円（78.7％減）介護給付費　14050千円（6.0％増） 
後期高齢者支援金　28375千円　前期高齢者納付金　34千円 
赤字補填の基金繰入額　8600千円 
運営費 42460千円（8.0％増） 診療収入 35312千円（20.3％増） 赤字補填の基金繰入額 6311千円 
居宅サービス費：利用者820人 32527千円（22.2％減）・施設サービス費：利用者427人 
110138千円（12.3％減）・介護予防サービス費：利用者 373人 6807千円（8.9％減） 
介護保険　認定者　109人　支援 36人　要介護73人 
介護予防 支援者分：介護予防事業・包括支援任意事業等 3481千円（国県補助 1605千円） 
耕作放棄地発生防止多面的機能増進活動等の農地管理活動に対して認定集落成山に 
交付 256千円 
対象農業者団体に161千円 
村内11集落の農地保全組織に対し、共同保全活動費 交付 10392千円（補助額国1/2、 
県1/4、村1/4） 
農用地利用関係に関する調査等 8630千円、農業委員会12回 審議件数 134件、農地パトロール2回 
耕作放棄地防止・担い手への農地利用集積。農家意向調査 対象者：841人 521千円 
（全額国費）、農作物現況マップ作成 
村内への就農促進と村農業維持発展のため新規就農希望の研修生受入。研修生1人 1100千円（県補助1/2） 
ユズ生産の定着産地化を図り基盤を確立、31戸790千円　新規作付1228本（9戸）延作付面積10ha 
三原村どぶろく農林文化祭補助　1000千円（実行委員会） 
村内村有林　0.27Ha間伐(県補助） 
森林施業計画の認定を受け協定を締結した 153.8Haに高知県森林整備公社が 
おこなう管理歩道修理・草刈等　1200ｍ 
村有林整備16304千円（県補助　5057千円） 下切8.2Ha（下刈）三原村森林組合に委託、 
狼内3.4Ｈa（間伐）三原村森林組合に委託。作業道開設 上長谷・狼内は村直営実施 延 4013.1ｍ 
シカ生息数減のため狩猟期間のシカ捕獲に対し報奨金　計53頭 373千円（全額県補助） 
鳥獣被害防止・・猪、鹿　計54頭（対前年22.7％増）報償費　324千円(県補助あり） 
(繰越明許事業）亀ノ川下切線　264m　163400千円（国補助　78432千円）、 
亀ノ川下切線496ｍ、旧宮ノ川線48m,皆尾線1500ｍ、広野東ノ谷線38.7ｍ，キワダ線58.1ｍ， 
亀ノ川線444ｍ、等 264856千円　国補助　185778千円 
がけくずれ住家防災対策事業　3件　24159千円　国補助　12079千円 
配水管敷設　907ｍ　12099千円　国補助　3956千円 
（明許繰越）公共土木災害復旧事業（河川・道路）15件 96763千円 国補助 75106千円 
新任教師に対する指導（フィールドワーク） 
人権教育推進講座　（３回） 
ふれあいカラオケの集い 
村内事業所人権学習会1回、団体育成学習1回、啓発映画上映。 
三原村人権教育研究協議会に事業費補助 
三原村青年団（会員３０名）に事業費補助 
三原村小中学校PTA連合会に事業費補助 
連合婦人会に事業費補助 
放課後こども教室：小学生対象　5～3月実施　延21回　延241人 
和楽器体験学習：中学生対象1回 
クローバー解放子ども会事業（４～３月）福祉センター他 
家庭教育講座　2回 
スポーツ大会：村内大会開催及び郡県大会参加（スカッシュバレー・グランドゴルフ） 
給食年間実施回数　195回 
運営費：19176千円（村費　12466　千円、保護者負担　6710千円） 
　　　  給食費１ヶ月　小学校4000円、中学校4300円を保護者から徴収 
対象児童生徒の支援、918千円 
11教室開講：教室生延83人 実施回数176回 利用者延 1012人、運営費 2340千円 ピアノ教室 118回 

保険給付 

森林整備地域活動支援 

流域育成林整備事業 

人権教育啓発事業 

団体補助 

地方道路整備臨時 
交付金事業 

環境衛生清掃 

後期高齢者医療 

国民健康保険 

診療所 

介護保険 介護事業 

農業振興 

林業振興 

教　　育 

人権対策 

土木建設 
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受　付　時　間 

　本年も税務係による申告・納税相談を実施します。 
　下記の日程で都合が悪い方は、３月１５日までに役場で申告していただきますようお願いします。 
 
　●申告の対象者 
　　　平成２２年１月１日現在三原村に居住する方。 
　　　ただし、生活保護世帯の方と税務署へ確定申告をされる方を除きます。 
 
　●申告の対象となる期間 
　　　平成２１年１月１日から平成２１年１２月３１日までの１年間。 
 
　●申告に持参していただくもの 
　　１．印鑑 
　　２．所得を計算できる資料 
　　　（１）勤務先、事業所の発行した賃金、給料支払額報告書。 
　　　（２）農業・営業・その他の事業は、売上、支払、必要経費の計算できる資料・領収関係帳簿等。 
　　　（３）農機具等を購入した場合は、機種・年式等が確認できるもの。 
 
　　３．所得控除の明細 
　　　（１）　生命保険料（領収、証明書が必要） 
　　　（２）　旧長期・地震保険料（領収、証明書が必要） 
　　　（３）　医療費控除（本人及び扶養者の領収書） 

　　　　　　　（※「医療費のお知らせ」は領収書とはみなされません。） 
 
◎　同時に、産業建設課及び地域水田協議会（ＪＡ）が同行し、水田等の状況について 
　聞き取りをさせていただきますので、ご協力をお願いします。 

地　　区 

下　　切 

亀 ノ 川  

広　　野 

芳　　井 

柚 ノ 木  

宮 ノ 川  

来 栖 野  

皆　　尾 

下 長 谷  

上下長谷 

上 長 谷  

成　　山 

狼　　内 

月日（曜日） 

２/２２（月） 

２/２２（月） 

２/２３（火） 

２/２３（火） 

２/２５（木） 

２/２６（金） 

３/　１（月） 

３/　１（月） 

３/　２（火） 

３/　２（火） 

３/　４（木） 

３/　５（金） 

３/　５（金） 

 

午 前  

午 後  

午 前  

午 後  

一 日  

一 日  

午 前  

午 後  

午 前  

午 後  

一 日  

午 前  

午 後  

 

９：００～１１：３０ 

１：３０～　４：００ 

９：００～１１：３０ 

１：３０～　４：００ 

９：００～　３：００ 

９：００～　３：００ 

９：００～１１：３０ 

１：３０～　４：００ 

９：００～１１：３０ 

１：３０～　４：００ 

９：００～　３：００ 

９：００～１１：３０ 

１：３０～　４：００ 

備　　　　　考 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度は午前中のみとさせていただきます 

 

今年度は午前・午後とさせていただきます 

今年度は午前中とさせていただきます 

今年度は午後とさせていただきます  

国民健康保険税　８期分 

納期限　３月　１日 
納期限　３月３１日 

よろしくお願いします。 

固 定 資 産 税　４期分 
（普通徴収分） 

平成２２年 

日　程　表 日　程　表 （例年と変更していますのでご注意ください） （例年と変更していますのでご注意ください） 受付場所：各部落集会所及び公会堂 

《村県民税・国保税》 

平成２２年度 申告・納税相談のお知らせ 
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確定申告のご案内 確定申告のご案内 

○　贈与税の申告と納税をお忘れなく 

　平成21年１月１日から平成21年12月31日の１年間に、個人からもらった財産の価額が110万円を超えると、

贈与税の申告と納税が必要となります。 

　平成21年分の贈与税の申告と納税は、３月15日（月）までです。 

　なお、贈与により取得した財産について、相続時精算課税制度の適用を受ける場合や住宅取得等資金の非課

税制度の適用を受ける場合には、申告期限までに贈与税の申告が必要となりますのでご注意ください。 

　また、各種の特例の内容や申告書と併せて提出する必要がある書類などについて解説した「贈与税の申告の

しかた」及び贈与を受けられた土地、建物等についての評価額を計算するために必要な「路線価図及び評価倍率

表」については、国税庁ホームページにおいて閲覧や出力ができます。 

詳しくは、国税庁ホームページに掲載されているパンフレットをご覧ください。  

○　平成21年分の贈与税の申告の窓口での相談は、 

　　平成22年２月１日（月）から平成22年３月15日（月）までです。 

贈　与　税　関　係 

○　株式等を売ったときは？ 

　株式をお売りになった方は、申告が必要です。ただし、証券会社を通じて、特定口座における源泉徴収を選択

した場合には、申告を不要とすることができます。 

また、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の特例の適用を受けるためには、「所得税の確定申告書付表（上場

株式等に係る譲渡損失の繰越用）」を添付した確定申告書の提出が必要です。 

　なお、所得税の申告と納税は、３月15日（月）までです。 

譲　渡　所　得　関　係 

e-Taxを利用して早期還付を！ 

○　e-Taxを利用して提出された所得税、個人事業者の消費税（地方消費税を含む。）の還付申告書は、早期処理し

ています（３週間程度に短縮）。 

　　なお、入力もれなどがあると、還付処理に日数がかかる場合がありますのでご注意ください。 

所得税の確定申告と納税は、3月15日（月）まで 

○　税務署での申告相談及び確定申告書の受付が始まります。 

　・平成21年分所得税確定申告の税務署における申告相談及び確定申告書の受付は、 

　　　平成22年２月16日（火）から平成22年３月15日（月）まで　です。 

　　　確定申告書は、郵送等又は税務署の時間外収受箱に投かんすることにより提出することができます。 

○　消費税及び地方消費税の確定申告（個人事業者）は、正しくお早めに 

　　個人事業者の消費税及び地方消費税の申告と納税は、３月31日（水）までとなっています。 

　期限を過ぎて申告や納税をされますと、本税のほかに加算税や延滞税が必要となる場合がありますので、お

早めに申告と納税を済ませてください。 

 

（消費税の確定申告をしなければならない人） 

○　平成19年中の課税売上高が１千万円を超える人 

○　平成19年中の課税売上高が１千万円以下の人で、平成20年12月31日（水）までに「消費税課 

　税事業者選択届出書」を提出している人 

※　平成19年分の課税売上高が１千万円を超える方は、平成21年中に課税売 

　上や課税仕入がある場合、当該課税売上高が１千万円以下であっても消費税及び地方消費税 

の確定申告が必要になります。 
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○　早い・簡単・便利　申告書はインターネットでダウンロード！ 

　わざわざ税務署や市町村役場へ出向かなくても、国税庁ホームページから、確定申告 

書用紙や収支内訳書用紙がダウンロードできます。 

　とても簡単・便利です。是非ご利用ください。 

インターネットで申告書用紙がダウンロードできます 

国税電子申告・納税システム（e-Tax） 

○　さらに便利で使いやすく！イータックス。 

　自宅やオフィス、税理士事務所からインターネットを利用して申告、申請・届出等ができます。 

また、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」で作成したデータは、そのまま電子申告することがで

きます。是非ご利用ください。 

　　※　このシステムに関する手続きの詳細は、e-Taxホームページをご覧ください。 

　　　　e-Taxホームページ（　http://www.e-tax.nta.go.jp）  

○　イータックスを使えば、こんなことが大変便利 

１　国税庁ホームページから電子申告 

　自宅から国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用して、e-Taxに送信することができます。 

国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」のご利用を 

○　インターネットで申告書の作成ができます（サービス提供開始は１月初旬となっています。） 

　国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」で、所得税、贈与税及び個人事業者の消費税（地方消費税を

含む）の申告書などを作成することができます。 

　作成した申告書はインターネットを利用して、直接電子申告するかＡ４サイズの普通紙に印刷し、添付書類

とともに申告書を税務署へ提出してください。 

　是非、チャレンジしてみませんか？ 

国税庁ホームページアドレス　http://www.nta.go.jp 

 

確定申告書等作成コーナーヘルプデスク　０５７０－０３９１５７ 

受付時間等　平日（月～金）の午前９時～午後５時（祝日等を除きます。） 

（受付時間等は変更になる場合があります。） 

相　　談　　窓　　口 

○　タックスアンサー（よくある税の質問） 

タックスアンサーは税に関するインターネット上の相談室です。 

よくあるご質問に対する回答を税金の種類ごとに調べることができます。 

また、キーワードによる検索もできます。 

【タックスアンサーのご利用】 

国税庁ホームページまたは、下記のアドレスからご利用ください。 

◇パソコンから　http://www.nta.go.jp/taxanswer 

◇携帯電話から　http://www.nta.go.jp/taxanswer/phone  

○　中村税務署　　所在地　四万十市中村新町４-４　　℡ 0880-35-2135 

（電話による一般的なご相談は、電話相談センターで承ります。） 

税務署には、次のコーナーを設置しています。 

利用できる時間は、午前９時～午後５時の間です。 

・申告書作成コーナー 

 確定申告書の作成・記載方法について分からないことがあれば、職員がアドバイスし、ご自身で申告書を

作成していただきます。 

・パソコンコーナー（所得税・個人事業者の消費税（地方消費税を含む）・贈与税） 

　国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」を利用できるパソコンを相談会場に設置しています。 
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○　にせ税理士行為にご用心 

　税理士又は税理士法人でない者が、税務署等に提出する申告書や申請書の作成などの業務を行った場合は、

法律によって罰せられます。 

　税理士又は税理士法人でない者が、税理士まがいの行為を行うことを「にせ税理士行為」と呼んでいます。 

　このような者に、税務代理や税務書類の作成などを依頼したために、不当な報酬を要求されたり、不測の損害

を被った例が少なくありませんので、十分ご注意ください。 

 

○　バッジの確認　お忘れなく 

　納税者の依頼により、業として確定申告書の作成や税務相談ができるのは、税理士又は税理士法人に限られ

ています。 

　税理士は、税理士法人に属する税理士も含めて、すべて税理士証票（身分証明書）を持ち、税理士バッジを着け

ています。 

に　せ　税　理　士　の　排　除 

振  替  納  税  の  利  用  拡  大 

○　振替納税制度のご利用を 

　所得税や個人事業者の消費税（地方消費税を含む。）の納税の方法に、振替納税制度があります。 

　この制度を利用すれば、金融機関の預貯金口座から振替によって、納税することができるので、手間が少なく

て済みます。 

　また、うっかり納期限を忘れてしまうこともなく、大変便利です。 

　振替納税のご利用をお勧めします。 

　新たに振替納税を希望される場合は、税務署又は預貯金先の金融機関に、「預貯金口座振替依頼書」を提出し

てください。 

２　最高5,000円の税額控除 

　平成21年分の所得税の確定申告を本人の電子署名及び電子証明書を付して、申告期限内にe‐Taxで行うと、

所得税額から最高5,000円の控除を受けることができます。 

（平成19年分又は平成20年分の確定申告で本控除の適用を受けた方は受けられません。） 

３　添付書類を提出省略 

　所得税の確定申告をe‐Taxで行う場合、医療費の領収書や源泉徴収票等は、その記載内容を入力して送信

することにより、提出又は提示を省略することができます（確定申告期限から３年間、書類の提出又は提示を

求められることがあります。）。 

　４　還付金がスピーディー 

　e‐Taxで申告された還付申告は早期処理（３週間程度）しています。  

○　利用者識別番号の即時発行 

e-Taxを利用するために必要な利用者識別番号が、インターネットによりその場で取得することができます。  

○　e-Tax確定申告期の24時間受付 

　平成22年１月18日(月)午前８時30分から、３月15日(月)までは、24時間e-Taxのご利用が可能です。 

なお、３月16日(火)の０時を過ぎて受信した平成21年分の所得税確定申告のデータは、確定申告期限後に提出

されたものとなりますのでご注意ください。  

○　電子申請等証明書 

　e-Taxを利用して申告・申請等を行った事実及びその内容について、証明を受けることができます。  

○　もっと詳しい情報は 

　e-Taxホームページ（http://www.e-tax.nta.go.jp） 

　利用開始の手続、ご利用時間、パソコンの環境、e-Taxソフトの操作方法、よくある質問（Ｑ＆Ａ）など、e-Tax

に関する最新の情報についてお知らせしていますので、ご利用前に是非ご覧ください。 
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給
さ
れ
る
老
齢
ま
た
は
退
職
を

支
給
事
由
と
す
る
年
金
は
、
所

得
税
法
上「
雑
所
得
」と
し
て
取

り
扱
わ
れ
、
課
税
の
対
象
と
な

り
ま
す
。 

　
公
的
年
金
等
の
支
払
者
（
社

会
保
険
庁
・
各
共
済
組
合
等
）は
、

所
得
税
が
老
齢
年
金
等
か
ら
徴

収
さ
れ
た
か
否
か
に
か
か
わ
ら

ず
、
老
齢
年
金
等
を
受
け
て
い

る
方
全
員
に
「
公
的
年
金
等
の

源
泉
徴
収
票
」を
作
成
し
、そ
の

年
の
翌
年
一
月
三
十
一
日
ま
で

に
送
付
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い

ま
す
。 

　
こ
の
「
源
泉
徴
収
票
」
に
は
、

平
成
二
十
一
年
中
に
支
払
わ
れ

た
年
金
の
支
払
総
額
、
年
金
か

ら
天
引
き
さ
れ
た
国
保
・
介
護

保
険
料
等
の
金
額
、
源
泉
徴
収

税
額
及
び
控
除
内
容
な
ど
が
記

載
さ
れ
て
い
ま
す
。 

　
二
つ
以
上
の
年
金
の
支
払
者

に
扶
養
親
族
等
申
告
書
を
提
出

し
て
い
る
方
や
、
年
金
以
外
に

給
与
等
の
所
得
が
あ
る
方
、
ま

た
は
公
的
年
金
等
の
雑
所
得
の

合
計
額
が
各
種
所
得
控
除
の
合

計
額
を
超
え
る
方
な
ど
は
、
税

務
署
に
確
定
申
告
を
行
う
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す
。
確
定
申
告

の
際
に
は
、こ
の「
源
泉
徴
収
票
」

が
必
要
で
す
の
で
、
大
切
に
保

管
し
て
く
だ
さ
い
。 

　
万
が
一
紛
失
さ
れ
た
場
合
は
、

お
近
く
の
社
会
保
険
事
務
所
ま

で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

　
な
お
、
障
害
年
金
や
遺
族
年

金
に
つ
き
ま
し
て
は
、
課
税
の

対
象
と
な
っ
て
い
な
い
た
め「
源

泉
徴
収
票
」は
発
行
さ
れ
ま
せ
ん
。 

国
民
年
金
に
は
任
意
加
入
制
度 

が
あ
り
ま
す 

　
国
民
年
金
は
、
二
十
歳
か
ら

六
十
歳
ま
で
の
四
十
年
間
保
険

料
を
納
め
る
こ
と
に
よ
り
、
満

額
の
老
年
基
礎
年
金（
七
九
二
、

〇
〇
〇
円
）
が
受
け
ら
れ
る
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。し
か
し
、

保
険
料
を
納
め
ら
れ
な
か
っ
た

り
、
公
的
年
金
に
未
加
入
の
期

間
が
あ
る
と
、
満
額
の
基
礎
年

金
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。ま
た
、

保
険
料
を
納
め
た
期
間
（
免
除

や
学
制
納
付
特
例
が
認
め
ら
れ

た
期
間
を
含
む
）
が
二
十
五
年

以
上
な
け
れ
ば
、
年
を
取
っ
て

か
ら
年
金
を
受
け
ら
れ
な
い
場

合
も
あ
り
ま
す
。 

　
任
意
加
入
制
度
は
、
六
十
歳

ま
で
に
受
給
資
格
期
間
を
満
た

せ
な
い
方
や
、
受
給
資
格
期
間

は
満
た
し
て
い
て
も
、
未
納
や

未
加
入
期
間
が
あ
る
た
め
減
額

と
な
る
年
金
を
、
よ
り
満
額
に

近
づ
け
た
い
と
い
う
方
の
た
め

に
、
六
十
歳
以
降
も
引
き
続
き

六
十
五
歳
ま
で
国
民
年
金
に
加

入
で
き
る
制
度
で
す
。 

　
な
お
、
昭
和
四
十
年
四
月
一

日
以
前
生
ま
れ
の
方
は
、
六
十

五
歳
ま
で
に
受
給
資
格
期
間
を

満
た
せ
な
か
っ
た
場
合
、
特
例

的
に
七
十
歳
ま
で
延
長
し
て
任

意
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

た
だ
し
、
任
意
加
入
の
方
に
は

免
除
制
度
は
適
用
さ
れ
ず
、
必

ず
保
険
料
を
口
座
引
き
落
と
し

に
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ

て
い
ま
す
。 

　
く
わ
し
い
こ
と
は
、
お
近
く

の
年
金
事
務
所
ま
た
は
、
お
住

ま
い
の
市
町
村
役
場
に
ご
相
談

下
さ
い
。 

ね
ん
き
ん
定
期
便
の
送
付
に
つ
い
て 

　
昨
年
四
月
か
ら
現
役
の
年
金

加
入
者
に
対
す
る
ね
ん
き
ん
定

期
便
が
送
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

昨
年
末
よ
り
老
齢
年
金
受
給
者

で
厚
生
年
金
の
加
入
期
間
が
あ

る
方
に
対
し
て
、「
標
準
報
酬
の

お
知
ら
せ
」
が
送
ら
れ
始
め
て

い
ま
す
。届
い
た
方
は
、厚
生
年

金
加
入
時
の
給
料
と
の
確
認
を

お
願
い
し
ま
す
。 



22 2 (　)16

農地を借り受ける個人の皆さんへ 

これまでは これまでは 

これからは これからは 

農地を相続する可能性のある皆さんへ 

これまでは これまでは 

これからは これからは 

農
業
委
員
会
だ
よ
り 

平成22年2月 

三
原
村
農
業
委
員
会 

　農地を転用する場合や、農地でお困りのことなどあり
ましたら、お気軽に各地区の農業委員にご相談ください。 
農業委員会事務局：三原村役場内　℡46－2111

農業委員会への申請書等の

提出は、毎月１５日までに

お願いします。 

遊休農地をなくしましょう！ 

「新たな農地制度」こう変わりました。 「新たな農地制度」こう変わりました。 

　「新たな農地制度」が、いよいよ昨年１２月１５日からスタート

しました。 

　そのことに伴い、各農地法の申請書等も内容が大きく変わってい

ます。 

　特に３条申請については、申請様式が大幅に変更されています。 

　農地の使用貸借売買の申請をされる方は、事前にお問合せ下さい。 

・所有権を取得する場合でも、借り受け

る場合でも、所得等する農地を①全部耕

作、②効率利用、③農作業に常時従
事する等の要件をクリアするこ
とが必要でした。 

農作業に常時従事しなければならない要件
がなくなります。 

◎個人が「借り受ける」場合であれば、①・②等の要
件を満たした上で 

・農地をちゃんと使っていない場合、契約を解除
　するという条件を付していること 
・地域の他の農業者との適切な役割分担の下
　に農業経営を行うこと 
　を条件に、借り受ける農地の農作業に常時従事し
　なくても、借り受けることが
　可能になりました。 
・借り手は毎年、利用状況を農業委員

　会あて報告することが必要です。 

相続などで農地を取得した場合、農業委
員会に届け出なければなりません。 

◎「相続」「遺産分担」「時効取得」「法人の合併・
　分担」などによって農地法の許可を要さずに
　権利を取得した場合、農業委員会にその旨を
　届け出ることが必要になりました。 
◎届出をしなかったり、虚偽の届出をした

　場合は、１０万円以下の過料が課
　せられます。 

◎農業委員会は、その農地がちゃんと使

　われないおそれがある場合には、利用

　のための「あっせん」を行います。 

・相続など農地法の許可を要しない権利の
　取得等については、手続きは不要でした。 
・しかし、徹底した農地の有効利用

　を図るためには、こうした許可を

　要しない権利移動の実態を把握
　することが求められていました。 
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％（回答数の割合） 

　三原村教育委員会では村民の皆様の人権問題についての考えを取り入れ、今後の本村の人権教育啓発活
動に活かしていくため、平成１８年度に人権問題に関する村民の意識調査を実施いたしました。 
　下のグラフは意識調査の回答を集計し、分析したものを表にしたもので子どもの問題について調査した
ものであり、子どもの人権が侵害されるケースについて重要だと思うものについて三つ選んでいただいも
のです。 
　　　　　　　　　　　○配布数　　３００名 
　　　　　　　　　　　○回収数　　４９．７％　 
　　　　　　　　　　　○回答率　　９６．６％（この設問に対する回答率） 

１　親による暴力や虐待 

２　子ども同士のいじめ 

３　大人による一方的な押しつけ 

４　学校や家庭におけるプライバシー 

　　の侵害 

５　子どもにとって有害な情報が多く 

　　あること 

６　学力のみによる子どもの能力の判断 

７　教師による体罰 

８　その他 

９　わからない 

9 わからない 

8 その他 

7 教師による体罰 

6 学力のみによる子どもの能力の判断 

5 子どもにとって有害な情報が多くあること 

4 学校や家庭におけるプライバシーの侵害 

3 大人による一方的な押しつけ 

2 子ども同士のいじめ 

1 親による暴力や虐待 

＜子どもの問題について＞ 

（1）子どもの人権が侵害されるケースについてあなたが特に重要な問題であると思われる 
ものを次のうちから三つ選んで○をしてください。 

子どもの問題について（１） 

　この設問は子どもの人権が侵害されるケースについて重要だと思うものを選んで○をしてくださいとい
うものです。「親による暴力や虐待」や「大人による一方的な押し付け」、「学力のみによる子どもの能力判断｣
など大人の側から一方的に受ける人権侵害のケースが半数以上の高い割合を占めました。又、子どもをとり
まく環境を原因とする人権侵害のケースとしては「子ども同士のいじめ」､「子どもにとって有害な情報が多
くあること」などが高い割合を示す結果となりました。 
　集計結果が示すように近年、大人による暴力や一方的な押し付けによって子どもの人権が侵害されるケー
スや子どもにとって有害な情報が蔓延していることに起因して子どもが被害者、加害者となる事件が多く
みられます｡子ども同士のいじめについても様々な形態があり学校や家庭でも発見しにくいものが多くなり､
子ども達を人権侵害から守っていくには多くの分野で連携した取り組みが必要となってきてきます。大人
はあらゆる面で子どもを守り、教育していかなければなりません。学校､家庭、行政、地域が一体となり子ど
も達を見守っていく社会の実現が望まれてきます。 
 
＊意識調査に御協力いただきありがとうございました。今回掲載させていただいたものは意識調査の設問
４（１）にあたる部分の集計結果です。今後とも本村の人権教育、啓発活動への村民の皆様の御協力をお願い
いたします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<三原村教育委員会>
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人
は
唯
一
笑
を
持
つ
動
物
で
す
。

日
々
、三
原
の
風
景
を
眺
め
て
い

て
山
々
が
笑
う
時
が
あ
る
と
思

う
の
で
す
。 

　
そ
れ
は
、
早
春
の
桜
の
開
花
、

晩
秋
の
落
葉
樹
が
紅
葉
に
彩
ら

れ
た
風
情
で
す
。自
然
界
の
営
み

の
中
で
暖
か
さ
と
寒
さ
、厳
し
さ

に
誘
わ
れ
て
チ
ェ
ン
ジ
し
て
い

く
の
で
す
ね
。 

　「
笑
う
」と
い
う
文
字
、表
現
は

実
に
面
白
い
。 

　
「
は
」
行
の
五
文
字
は
笑
い
を

現
わ
し
ま
す
。は
っ
は
っ
は
　
は
、

豪
快
な
笑
い
。ち
ょ
っ
と
卑
猥
に

　
ひ
ひ
ひ
。少
し
謙
虚
に
　
ぅ
ふ

ふ
。テ
レ
笑
い
か
苦
笑
い
で
　
へ
っ

へ
っ
へ
。少
し
上
品
ぶ
っ
て
　
ほ
っ

ほ
っ
ほ
。上
唇
と
下
唇
が
結
び
合

わ
な
い
の
が
笑
い
の
表
情
で
す
。 

　
も
う
、
ず
〜
っ
と
昔
。
あ
る
女

生
徒
の
言
葉
を
思
い
出
し
ま
す
。 

「
先
生
は
怒
っ
た
こ
と
あ
る
？
」 

「
う
〜
ん
！
腹
立
っ
て
も
感
情
の

ま
ま
怒
っ
た
こ
と
な
い
ね
。」 

「
そ
う
思
う
た
。
い
つ
も
先
生
の

顔
は
笑
い
よ
る
も
ん
。見
た
ら
分

か
る
。」 

「
そ
う
！
？
？
」 

忙
し
い
、忙
し
い
休
み
時
間
の
彼

女
と
の
短
い
会
話
で
あ
っ
た
。あ

と
で
こ
の
会
話
を
思
い
出
し
て

み
る
と
、ほ
め
ら
れ
て
い
る
と
思
っ

て
い
た
の
だ
が
、私
の
目
の
細
さ

と
唇
の
形
で
、彼
女
は
笑
顔
に
見

え
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
思
い
、

少
し
ム
ッ
と
し
た
が
物
事
は
良

い
方
に
取
る
に
こ
し
た
こ
と
は

な
い
。 

　
さ
て
、
十
一
月
二
十
二
日
は
、

四
十
三
回
目
の
結
婚
記
念
日
だ
っ

た
が
結
婚
す
る
前
に
主
人
に
言

わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。 

「
僕
は
君
が
ど
ん
な
時
腹
を
立
て

感
情
的
に
な
る
か
を
見
て
い
た

け
ん
ど
、実
に
す
ご
く
感
情
の
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
が
う
ま
い
。う
ち
の

母
は
思
っ
た
こ
と
は
す
ぐ
ポ
ン

ポ
ン
と
当
り
散
ら
し
た
け
ん
、イ

ヤ
や
っ
た
。」と
言
っ
て
い
た
。多

分
義
母
は
、は
っ
き
り
と
自
分
を

持
っ
た
方
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

ま
あ
、身
内
で
親
子
だ
か
ら
許
さ

れ
も
し
、我
慢
も
で
き
る
け
れ
ど
、

夫
婦
と
な
る
と
、他
人
同
士
の
生

活
を
何
十
年
と
過
ご
す
こ
と
に

な
る
の
だ
か
ら
、思
い
つ
い
た
こ

と
を
感
情
の
ま
ま
、コ
ン
ト
ロ
ー

ル
も
せ
ず
出
し
合
っ
て
い
る
と

相
手
を
傷
つ
け
た
り
と
良
い
こ

と
は
生
ま
れ
ま
せ
ん
よ
ね
。こ
の

感
情
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
彼
の

プ
ロ
ポ
ー
ズ
の
条
件
だ
と
あ
と

で
知
り
ま
し
た
。 

　
昔
か
ら
の
教
訓
に「
笑
う
門
に

は
福
来
た
る
」が
あ
り
ま
す
。き
っ

と
笑
顔
で
接
し
て
い
れ
ば
、い
つ

か
ど
こ
か
ら
か
、福
が
や
っ
て
来

る
こ
と
で
し
ょ
う
。期
待
し
て
今

年
は
待
つ
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。 

 

三
原
村
ス
ク
ー
ル 

　
　
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー 

西
川
満
壽
代 

 

☆
次
回
を
お
た
の
し
み
に
！ 

ミ
セ
ス
　
バ
ー
バ
ラ
の 

　
思
い
出
ポ
ロ
ポ
ロ 

―
ビ
タ
ミ
ン
は   

笑
顔
― 

（
二
回
） 

え 

が 

お 

全国生涯学習フォーラム高知大会（まなびピア高知2010） 

公式ホームページがオープンしました 

公式ホームページアドレス　http://LLS-kochi-2010.pref.kochi.lg.jp 

 

※公式ホームページをご覧いただくためにはAdobe社から配布されている「Adobe Flash Player」 

　及び「Adobe Reader」が必要になりますので事前に最新バージョンのインストールをお願いします。 

※Internet Explorer 6.0 以上またはMozilla Firefox 3.0 以上のブラウザでご覧ください。 

　上記以外のブラウザでご覧になる場合、文章、画像等が正しく表示されない場合があります。 

　あらかじめ、ご了承ください。 

※「まなびピア高知」「全国生涯学習フォーラム高知大会」でも検索できます。（２月中旬以降） 

     

公式ホームページに関するお問合わせ等 

〒780-0805　高知市丸ノ内1-7-52 

全国生涯学習フォーラム高知大会実行委員会事務局 

（高知県教育委員会生涯学習課内 全国生涯学習フォーラム推進室）　担当：山岡彰彦 

 TEL 088-821-4661  FAX 088-821-4505

ひ

わ

い 
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国際交流員の 国際交流員の 国際交流員の 

チェイス・ハーデ
ィです  ② 

チェイス・ハーデ
ィです  ② 

チェイス・ハーデ
ィです  ② 

　皆さん、あけましておめでとうございます！！！新しい年の幕開けです！

皆さんは、楽しいお正月を過ごせたでしょうか？？ 

 

　今年は、僕の4回目の海外で過ごした正月でした。国や文化の違

いによってお正月の習慣や過ごし方は違いますが、「新たな年」を

祝う精神は同じだと思います。日本でもオーストラリアでもまた、

ほかの国々でも正月は家族と過ごしたり、友達たちに連絡したり、

前年の出来事を振り返ったり、新年の決意をします。みなさんの

去年はどのような年でしたか？ 

 

　僕は去年の思い出は本当にたくさんありますが、心に残ってい

るのは「広島平和記念公園」に行ったことです。様々な人にとって

原爆ドームに対しての印象やとらえ方は違うと思います。僕にとっ

て、原爆ドームの周辺はとても人が多かったのに時間はゆっくり

と流れ、のどかでとてもきれいな場所でした。原爆ドームを初めて

見た時、13年前に小学校で初めて広島について勉強したことを思

い出し、すごく感動しました。１２歳の僕は２５歳になって、原爆

ドームを見れるなんて想像もしていませんでした。勉強した当時は、本当にそんなことがあったのか

と信じられず、被害の大きさも想像できませんでした。それを実際に見て、資料館にも行き、たくさん

の写真や遺品を見て、原爆の被害の大きさを目の当たりにしました。夢中で歩き回ったら佐々木貞子

さんの像を見つけました。世界中で「貞子の千羽鶴」の物語はとても有名で学校で聞いたことがあり

ました。佐々木貞子さんの像のそばに、日本と海外の学校から届いたたくさんの千羽鶴やメッセージ

が捧げられていました。それを見たら、65年間前に広島でおきた悲劇を乗り越えた人々だけではなく、

全世界のみんなに永遠の大規模な影響を与えたんだと感じました。 

 

　現在の広島は、65年前の出来事を感じさせないくらいきれいな都市でした。それに、歴史上最大な

破滅が起きた現場が、平和を象徴するところとして

有名になっています。本当に自分で見に行くことが

できてよかったと思います。 

 

　今年もたくさんのことにチャレンジしたり日本

語などを勉強して充実した年にしたいと思います。

僕は朝が苦手なので、早寝・早起き、朝ご飯を食べる

ように頑張りたいと思います。今年もよろしくお願

いします。 
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お知らせ 
～イベント開催のお知らせ～ ～イベント開催のお知らせ～ 

☆３月末、『春休み　読書まつり』を計画しております。お誘い合わせのうえ、たくさん

のご来場お待ちしております。日程は下記のとおりです。 

・龍馬伝｡/福田靖/NHK出版 

・あれも、これも、おいしい手作り生活。/まめこ/サンクチュアリ出版 

・ぼくだけの山の家/ジーン・クレイグ・ヘッド・ジョージ/偕成社 

・おまえうまそうだな/宮西達也/ポプラ社 

・１００かいだてのいえ/いわいとしお/偕成社 

・どうぶつのあかちゃんうまれた/鈴木まもる/小峰書店、　などなどほかにもたくさんあります。 

　みなさんの「おすすめの本」を募集して、本人と本が一緒に移った

写真と簡単な感想文をつけて紹介したいと考えています。自分が読ん

だ本の中で一番お気に入りの本を知らせあい、読みたい本の参考にな

るような場にしたいと思います。 

〇締め切りは、２月２６日（金）です。 

〇本を持って、公民館図書室までおいで下さい。 

　たくさんの応募お待ちしております（＾＾） 

日　　時　３月２７日（土）　午後１:００～３:００ 

場　　所　三原村中央公民館　講義室・図書室 

内　　容 

・移動図書館、本の閲覧、貸出（午後１:００～２:００） 

県の移動図書館バスが来てくれます。自由に読んだり、借りることができます。 

・新着図書、本の閲覧、貸出 

図書室に新しく50冊ほど本が入りました。自由に読んだり、借りることができます。 

ロングセラーの本から最近人気がある本までさまざまなジャンルをそろえています。 

・おすすめの本　紹介コーナー ・おすすめの本　紹介コーナー ・おすすめの本　紹介コーナー 

※感想文は、おもしろかったところ、心に残ったことを中心に、 
　自由に書いて下さい。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　仕上がりはこんな感じです→→→ 

三原村中央公民館図書室 

ＴＥＬ　４６－２５５９ 

子ども読書活動支援員 

大倉　淳美 

・ご来場くださった方全員に、親子料理教室の 
　試食品をプレゼントします。 

本の紹介文 

感　想　文 

本と写真 

お 問 い 合 わ せ 

����������� 2
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高知県立大方高等学校“通信制”で学んでみませんか 高知県立大方高等学校“通信制”で学んでみませんか 

予備自衛官補募集 予備自衛官補募集 

　 予備自衛官補とは、主として自衛隊未経験者を予備自衛官補として採用し、所定の教育訓練を経た後、予
備自衛官として任用する制度です。 
　予備自衛官とは、普段は社会人として仕事をしながら、定期的に訓練を受け、有事の際には招集命令によ
り出頭し、自衛官となって、必要な後方の警備や後方支援又は国民の保護のための措置等の任務にあたり
ます。また、災害時に必要と認められる場合には、災害招集命令により出頭し、自衛官となり災害救助活動
等に従事します。 
１　予備自衛官補応募資格（一般及び技能による採用があります） 
（１）一般採用：日本国籍を有し18歳以上、３４歳未満の者（資格等は必要ありません。） 
（２）技能採用：日本国籍を有し18歳以上で、保有する技能・資格に応じて５３歳～５５歳未満 
　　　　　　　　　　(各資格免許等細部等級については下記連絡先まで) 
２　予備自衛官補から予備自衛官への任用 
　（１）一般採用：3年以内に50日間の教育訓練を修了した者は修了の翌日に陸上予備自衛官として任用されます。 
　（２）技能採用：2年以内に10日間の教育訓練を修了した者は修了の翌日に陸上予備自衛官として任用されます。 
３　手　当 
　（１）教育訓練招集手当（教育訓練参加日数分支給）：予備自衛官補　￥7，900  、予備自衛官　￥8，100 
　（２）教　  育 　 訓　  練　  招 　 集  　旅　  費：教育訓練出頭のための往復旅費が支給されます。 
　（３）予備自衛官手当（予備自衛官として任用期間中支給）：月額￥4，000 
４　受付及び試験日 
　（１）受付期間：２２年１月１２日（火）～４月　９日（金） 
　（２）試験期日：２２年４月１７日（土）～４月１９日（月）いずれか１日を指定されます。 

※　細部不明な点は、自衛隊四万十地域事務所まで　℡０８８０－３５－３０９６ 

高知県立大方高等学校 

　通信制は、毎日学校に通学するのではなく自宅での自学自習が基本となります。 
　通信制では、次のような学習方法で高校の卒業資格が取れます。 
　　① 教科書や学習書を参考にしながら自宅でレポートを作成・添削指導を受ける。 
　　② 日曜日には、授業形式で先生から指導を受けるスクーリングを実施（水曜日は補充日） 
　　③ 前期・後期の最後に、それまでに学習したレポートのまとめとしてテストを実施 
　　④ 決められた回数のスクーリングを受け、締め切りまでにレポートを提出、テストに合格すれば単位認定 
　このような方法で、必履修科目を含めて、74単位以上単位修得できれば高校の卒業資格が得られます。
３年間で卒業することもできます。 

　入学定員　１００人 
　入学資格　中学校を卒業した人、またはそれと同じくらいの学力のある人 
　出願期間　（前期１次）平成２２年　３月　８日（月）～３月１０日（水） 
　　　　　（前期２次）平成２２年　３月２３日（火）～３月２５日（木） 
　　　　　（後　　期）平成２２年　９月　６日（月）～９月　８日（水） 
　入学選考　書類審査、面接等 
　入 学 式　（前　　期）平成２２年　４月１１日（日）　　（後　　期）平成２２年１０月　３日（日） 

◆通信制課程は自学自習が基本です。 

◆納入金としては、受講料（１単位３３０円×単位数分）及び諸経費等が必要です。 

◆わからないことがあれば、気軽に 

　　　　　　　　右記へお問い合わせください。 

◆入学者選抜について 

連　絡　先 

大方高等学校　通信制教頭　安田　耕三 
TEL 0880－43－1079　FAX 0880－43－1379
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確認してください。 
　 お子さんの予防接種は済ませていますか？ 

　予防接種には、それぞれ望ましい接種期間（標準的な接種期間）

が定められています。 

　まだ受けていない予防接種があれば、お子さんの体調の良いと

きにできるだけ早く受託医療機関で予防接種を受けてください。 

　予防接種の受診票が必要な方は、住民課までご連絡ください。 

　麻しん（はしか）は、感染すると免疫を持っていない人は、９０％以上の確率で発症する

といわれています。麻しんにかからないようにするためには、予防接種を受けることが最

も効果的であり、確実に2回の予防接種を受けることにより、麻しんに対する免疫を持続

できるものと考えられています。 

保育所入所あんない 保育所入所あんない 

受付期間：平成22年２月１日（月）～２月19日（金） 

　４月から新たに三原村立三原保育所に入所を希望される方について、住

民課（保険センター内）で入所の手続きを行います。申請の際には印鑑をご

持参ください。 

　なお、現在入所されている児童で、引き続き入所を希望される方について

は手続きの必要はありません。また、年度途中に入所することもできます。 

【入所希望理由について】 

　保育所は、保育に欠ける児童を収容する施設です。

したがって、就学前の教育のため、また本人が希望す

るからという理由では入所できません。 

　保育所に入所できる児童は、その家庭が次のいず

れかの事情にある場合です。 

○昼間に居宅外で労働することを常態としていること 

○昼間に居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること 

○妊娠中であるか、または出産後間がないこと 

○病気やケガにより、または精神や身体に障害を有していること 

○長期にわたる病人や心身に障害を有する状態にある家族を常時介護していること 

○震災、風水害、火災、その他の復旧にあたっていること 

○求職活動していること 
問い合わせ先　三原村住民課 

電話　46-2404

麻しん 

風しん 

混合（MR） 

１期 

２期 

３期 

４期 

生後12ヶ月～２４ヶ月 

5歳以上7歳未満で小学校就学前の1年間 

中学校1年生に相当する年齢 

高校3年生に相当する年齢 

平成20年度から 

5年間の措置です。 
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健康ウォーキング大会のお知らせ 健康ウォーキング大会のお知らせ 

就職面接会「ワークチャンス2010」のお知らせ 就職面接会「ワークチャンス2010」のお知らせ 

無料検診のご案内 無料検診のご案内 

この機会にぜひ検診を受けましょう!!

高知県健康づくり課よりお知らせします 
子
宮
が
ん
検
診･

乳
が
ん
検
診
を 

受
け
て
み
ま
せ
ん
か
？ 

子
宮
が
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診･
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子
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か
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　平成22年度も幡多地区全市町村で健康ウォーキング大会が開催されます。 

　平成21年度は、６市町村で７大会開催され、２大会以上に参加された方が40名もおられま

した。全市町村完歩された方も２名おられました。 

　皆さんも、住んでいる市町村以外の各市町村のウォーキング大会に参加してみませんか。 

平成22年度は、宿毛市開催から始まります！ 
　日　　時：平成22年４月３日（土） 

　集合場所：宿毛市和田体育館 （宿毛市和田1612） 

　受　　付：午前９時～９時15分 （10時ウォーキングスタート） 

　日　　程：１．歩き方や、運動の仕方などの講習 

　　　　　　２．健康ウォーキング 

　　　　　　３．希望者に超音波骨量測定（ビーナスⅢ）を実施します。（無料） 

　松田川沿いの菜の花が咲いているコースで、桜も見られるかもしれません。きれいな

景色の中を歩いてみませんか。 

　詳しくは、宿毛市保健介護課（TEL0880-63-1113）までお問い合わせください。 

　その他の市町村の予定に
ついては、分かり次第お知
らせします。 
幡多地区健康づくり推進会議 
事務局・幡多福祉保健所 
TEL 0880-34-5120

　子宮がん検診は20歳以上・乳がん検診は40歳以上の女性であれば、下

記の会場で、無料で受けることが出来ます。ただし、三原村で行っている

検診を、2年間未受診であった方を対象としています。 

日　時：平成22年２月18日（木） 

　　　　13時～15時30分（受付12時30分～13時） 

場　所：JA高知はた農協会館４階大ホール 

　　　　四万十市右山五月町7-40 

　○仕事をお探しの方ならどなたでも参加できます。 

　○参加費無料、面接会当日は履歴書（写真貼付）を 

　　ご持参ください。 

　※当日は、公共交通機関をご利用ください。 

● お問い合わせ先 ● 

ハローワーク四万十　☎ 0880-34-1155

場 所　サニーマート四万十店 （四万十市古津賀） 
受 付　午前10時から (先着60名)

場 所　パルティ・フジ宿毛 （宿毛市宿毛） 
受 付　午前10時から (先着60名)

2月27日（土） 

2月28日（日） 
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改正育児・介護休業法説明会 改正育児・介護休業法説明会 

宗賀簡易郵便局受託者 
変更のお知らせ 

宗賀簡易郵便局受託者 
変更のお知らせ 

～ 平成22年6月30日スタート ～ 

最低賃金のお知らせ ― 必ずチェック  最低賃金！  使用者も  労働者も ― 最低賃金のお知らせ 

　郵便局株式会社から三原村が受託し運営

しておりました宗賀簡易郵便局の業務につ

いては、郵便事業の民営化に伴い郵便局株式

会社が承認する個人事業者に変更となります。

これにより３月１日より矢野玉恵さんが受

託者として業務を執り行なうことになります。 

　今後ともよろしくお願いいたします。 
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　少子・高齢化が進行する中、労働者が仕事と育児・介護とを両立できる雇用

環境の整備を図るため、育児・介護休業法が改正されました。 

　改正法説明会を開催しますので、ぜひ御参加ください。 

「日曜・遺言等公証法律相談」 「日曜・遺言等公証法律相談」 

相談担当者　高知地方法務局所属　　中村公証役場公証人 

予　約　制　平日に事前に電話で予約してください。 

　　　　　　（予約電話番号　　0880-34-1728） 

相　談　日　平成２２年２月２８日（第４日曜日） 

開 催 時 間　午前９時から午後５時ころまで。（１組約５０分） 

場　　　所　中村公証役場（四万十市中村大橋通６丁目３番７号　第一とらやビル４階） 

相 談 内 容　遺言のほか、相続、金銭・不動産の貸借、離婚に伴う養育料・慰謝料・ 

　　　　　　財産分与、高齢者等の財産管理　など 

相談は無料・

秘密厳守です。

お気軽にご相

談ください。 

◎内　容 

　○改正育児・介護休業法について 

　○就業規則への規定について　等 

　※説明会終了後個別相談会も開催

　　します。 

◎お問い合わせ 

　高知労働局雇用均等室 

　　☎ ０８８―８８５―６０４１ 

役場の閉庁時刻が 
　午後5時15分になります 
役場の閉庁時刻が 
　午後5時15分になります 

　平成22年３月１日から役場の閉庁時

刻を午後５時15分に変更いたします。 

　これにより、住民票などの諸証明の発

行も午後５時15分までとなります。 

　ご理解とご協力をいただきますよう

お願い致します。 

● お問い合せ先 ● 

総務課 ０８８０－４６－２１１１ 

日　　時 

安芸会場 

 

四万十会場 

 

高知会場 

平成22年２月24日（水） 
13：30～16：00（予定） 

平成22年２月26日（金） 
13：30～16：00（予定） 

平成22年３月９日（火） 
13：30～16：00（予定） 

安芸市民会館 
（安芸市矢ノ丸3-12） 

JA高知はた会館 
（四万十市右山五月町7-40） 

ウェルサンピア高知 
（高知市高須砂地155番地） 

場　　所 

22 ２ ( )24



★図書室だより★  
　こんにちは（＾O＾）　子ども読書活動支援員、大倉です。 
　新年を迎えはや１ヶ月が過ぎました。去年に引き続き、本年も公民館図書室をよろしく
お願いいたします。　今年もみなさんにとって良い年になりますように～♪ 

☆昨年12月22日保育所で開催された講談社による『全国訪問 おはなし隊』のご報告です。 

◎当日、見たことのある絵本の絵が全体に描か

　れた赤い大きなトラックがやってきました。 

　ロボットのようなトラックで、あっという間

　に絵本ばかりの図書室が出来上がりました。 

◎年齢別に、本の閲覧、読み聞かせを行いまし

　た。年長組の子どもたちは、自分の好きな本

　を見つけ、思い思いに座って、すぐに絵本の

　世界へ引き込まれ、真剣に見入っていました。 

◎年少組の子どもたちは、次から次へと本を

　選んでは、興味津々で、カラフルな色の絵

　本に瞳を輝かせていました。子どもたちの

　集中力に改めてびっくりさせられました。 

◎おはなし隊隊長による読み聞かせは、登場

　人物やシーンごとに感情がこもっているの

　で、明るいお話のときはみんなで笑い、しん

　みりしたお話だとみんなも静まりかえり、

　気づいたときには会場全体がひとつになっ

　ていました。 

　講談社さんのおかげで、素敵な体験ができ、

　子どもたちの思い出に残る一日になったと

　おもいます。私たち

　大人にとってもいい

　経験になり、これか

　らの読書活動に役立

　てていきたいと思い

　ました。 

22 ２ (　)25
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今年は、婦人会のご協力でたくさんのご馳走がそろい、楽しく食事会が行われました。 今年は、婦人会のご協力でたくさんのご馳走がそろい、楽しく食事会が行われました。 


